
 

「わかりやすい情報の提供のためのガイドライン（案）」の 

策定について 

                                                          

１ 策定理由 

  平成 26（2014）年度の職員アンケート調査では、わかりやすい情報の提供を意識し

ている県職員の割合は 93.8％となっており、「第２次三重県ユニバーサルデザインの

まちづくり推進計画」の数値目標である 100％に達していない状況です。また、現在

策定中である次期計画においても、引き続き同様の数値目標を設定しています。 

   さらに、平成 28年 4月には障害者差別解消法の施行を控えており、行政機関等が行

うべき合理的配慮の観点からも、「情報保障」に関する取組は重要性を増しています。 

  このような背景から、職員が日常的にわかりやすい情報の提供を意識し、配慮する

ことができるよう、ガイドラインを作成することとしました。 

 

２ 策定方法 

  平成 26 年度におけるジュニアボード制度の健康福祉部の取組の一つとして、「わか

りやすい情報の提供」について検討し、ガイドラインの原案が作成されました。 

  さらに、原案について、関係部局（広聴広報課、行財政改革推進課、法務・文書課、

人権課、多文化共生課、ＩＴ推進課）から意見を聴取し、本案を作成しました。 

 

３ 内容 

  文字・言葉に関する配慮、文書構成に関する配慮、カラーユニバーサルデザイン等

について記載しており、基本的な注意事項についてコンパクトにまとめた簡易版（Ａ

４サイズ３ページ）と、これとリンクして多くの情報を掲載した詳細版（Ａ４サイズ

２１ページ）を作成しています。 

   ・ 

４ 対象とする印刷物等 

   ・通知文書、依頼文書などの文書 

    （使用する文字等に別途定めがある場合を除きます。） 

   ・冊子（報告書、計画書、資料集、記録など。） 

   ・パンフレット、リーフレット、チラシ 

   ・ポスター 

  ※ワープロソフトや表計算ソフトなどで作成し、電子データで提供する場合 

   を含みます。 
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■ 外来語について 

 最近では外来語が使われる機会や使用頻度も増えています。 
 知っているとついつい使ってしまいがちですが、一般に定着していない外来語をむ
やみに使うと、かえって内容が伝わりにくくなります。 
 情報を受ける人の年齢層など諸条件に合わせ、必要に応じて、（１）日本語に言い
換える、（２）日本語を併記する、（３）注釈を付ける などの工夫をしましょう。 
 

 参考：国立国語研究所 「外来語」言い換え提案 
   <http://www.ninjal.ac.jp/gairaigo/Teian1 4/index.html> 
 

１ 一般的に使われ、定着している語 ⇒ ・そのまま使用する 
 

 例：「ストレス」・「スポーツ」 
   「リサイクル」・「ＰＴＡ」 

２ 一般への定着が十分でなく、    ⇒  ・日本語に言い換える 

  日本語に言い換えた方が       ・日本語を併記する 

  わかりやすくなる語  
  

 例：「アカウンタビリティ」     ⇒  ・「説明責任」 

                    ・「アカウンタビリティ（説明責任）」   

３ 一般への定着が十分でなく、    ⇒  ・意味説明の注釈を付ける 

  わかりやすい言い換え語が        

  ない場合 
 

 例：「ナノテクノロジー」      ⇒  ・「ナノテクノロジー（※）」 

                     （※）ナノテクノロジー 

                        10億分の１メートル程度の 

                        非常に微細な規模で物質を 

                        扱う技術   

４ ローマ字の頭文字を使った略語   ⇒  ・日本語訳をつける 
 

 例：「ＡＳＥＡＮ」         ⇒  ・「ＡＳＥＡＮ 
                      （東南アジア諸国連合）」   
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● 住所や氏名などを、繰り返し記入させることは避けましょう。 

申請用紙・申込用紙・アンケートを作る場合 

● 記入していただく事項を十分検討し、不必要な事項はもうけないようにしましょう。 

● 記入枠は、できるだけ広いスペースをとりましょう。 

ポスターを作る場合 

● 見てすぐに情報が伝わるよう工夫しましょう 
 

  紙のサイズが大きいからと、あれこれ情報を盛り込んでは逆効果になります。 
  １ｍ以上離れたところから見ることを念頭に置いて、文字の大きさや記載内容を考え 
 ましょう。 
 
● 情報に優先順位を付けましょう 
 

  ポスターは限られた紙面に広告や宣伝等を載せることになります。短時間で、何を伝 
 えたいのか認識していただくためには、情報を厳選した上で、より多くの人に知ってほ 
 しい情報を目立たせることが基本になります。優先順位が高い情報を目立たせることを 
 意識し、優先順位の低い情報は削除することも考えましょう。 
 
● 情報に過不足はないか確認しましょう 
 

  情報が不足していると、内容が正確に伝わりにくくなることがあります。 
  少し気配りをするだけで、より親切な内容になるのではないでしょうか。ただし、 
 紙面のバランスを考え、情報過多にならないように注意しましょう。 
 
  例）平成26年9月11日9時～ → 平成26（2014）年9月11日（木）午前9時～ 
    場所：○○公民館           → 場所：○○公民館（伊勢市○○町１ー２） 
 
● 余白を意識しましょう 
 

  文字に対する余白を意識することで、より見やすいポスターになります。たとえば余 
 白を均一にすることで、統一感が出てすっきりした印象に変わります。 
 
● カラーユニバーサルデザインに注意しましょう 
 

  色の組み合わせによっては、見る人により、大事な情報が伝わらない場合があります。 
  詳しくは、13ページ以降をご覧ください。 
  

１２ 





いろいろな見え方 

※印刷物確認用の色弱模擬メガネを貸し出しています。（地域福祉課、本庁の各部総務 
 課、各庁舎の地域防災総合事務所および地域活性化局に設置しています。） 
※他にも、スマートフォンの無料アプリにより、色弱者の見え方を簡単に確認できます。 

１４ 

●この冊子の表紙に掲載されている写真です。 
 色覚型によって、このように見え方に違いがあります。 

C型（一般色覚者） 

D型 

P型 

T型 

わかりやすい色の組み合わせの代表例 

●一般的に見やすい組み合わせにするには、目立ちにくい色を背景の色〔地色〕に、目立 
 つ色を文字や図の色〔図色〕とすればいいのですが、以下の例はどちらでも使えます。 

白 黒 黄色 
黄色 と 黒 赤 と 白 黒 と 白 

白 黄色 白 
黄色 と 青 青 と 白 緑 と 白 
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